
高知県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則をここ 高知県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則をここに
に公布する。 公布する。

高知県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 高知県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（趣旨） （趣旨）
第１条　この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第１条　この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平
（平成27年法律第53号。以下「法」という。）を施行するため、法、建築 成27年法律第53号。以下「法」という。）を施行するため、法、建築物の
物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成28年政令第８ エネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成28年政令第８号）及
号）及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平 び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成28年国
成28年国土交通省令第５号。以下「省令」という。）並びに高知県手数料 土交通省令第５号。以下「省令」という。）並びに高知県手数料徴収条例
徴収条例（平成12年高知県条例第５号。以下「条例」という。）に定める （平成12年高知県条例第５号。以下「条例」という。）に定めるもののほ
もののほか、必要な事項を定めるものとする。 か、必要な事項を定めるものとする。

（軽微な変更説明書の提出） （軽微な変更説明書の提出）
第８条　特定建築物の建築主は、当該特定建築物について省令第３条に規定 第８条　特定建築物の建築主は、当該特定建築物について省令第３条に規定
する軽微な変更をした場合において、建築基準法（昭和25年法律第201 する軽微な変更をした場合において、建築基準法（昭和25年法律第201
号）第７条第１項の規定による完了検査の申請又は同法第18条第16項の規 号）第７条第１項の規定による完了検査の申請又は同法第18条第16項の規
定による工事完了の通知（次条において「完了検査申請等」という。）を 定による工事完了の通知（次条において「完了検査申請等」という。）を
するときは、建築主事又は建築副主事（以下、「建築主事等」という。） するときは、建築主事に、当該軽微な変更の内容を明記した書類を提出し
に、当該軽微な変更の内容を明記した書類を提出しなければならない。こ なければならない。この場合において、再計算によって建築物エネルギー
の場合において、再計算によって建築物エネルギー消費性能基準に適合す 消費性能基準に適合することが明らかな変更（計画変更を除く。）をした
ることが明らかな変更（計画変更を除く。）をしたときは、前条第２項に ときは、前条第２項に規定する軽微変更該当証明書を併せて提出しなけれ
規定する軽微変更該当証明書を併せて提出しなければならない。 ばならない。

（工事監理報告書の提出） （工事監理報告書の提出）
第９条　特定建築物の建築主は、当該特定建築物について完了検査申請等を 第９条　特定建築物の建築主は、当該特定建築物について完了検査申請等を
する場合は、建築主事等に、当該特定建築物の建築物エネルギー消費性能 する場合は、建築主事に、当該特定建築物の建築物エネルギー消費性能基
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　高知県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正する規則新旧対照表
　
高知県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則（平成28年規則第51号）の一部を次のように改正する。
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基準に係る工事の監理状況について、報告書を提出しなければならない。 準に係る工事の監理状況について、報告書を提出しなければならない。た
ただし、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第４条第１項に だし、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第４条第１項に規
規定する完了検査申請書又は同令第８条の２第13項及び第21項において読 定する完了検査申請書又は同令第８条の２第13項及び第21項において読み
み替えて準用する同令第４条第１項に規定する工事完了通知書の第四面 替えて準用する同令第４条第１項に規定する工事完了通知書の第四面に、
に、当該特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準に係る工事の監理状 当該特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準に係る工事の監理状況を
況を記載したものを申請又は通知をする場合は、この限りでない。 記載したものを申請又は通知をする場合は、この限りでない。

（建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に係る所管行政庁が必要 （建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に係る所管行政庁が必要
と認める図書等） と認める図書等）
第21条　省令第30条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げる 第21条　省令第30条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げる
とおりとする。 とおりとする。
(1)・(2)　（略） (1)・(2)　（略）
(3)　当該申請に係る建築物について、法第12条第６項又は第13条第７項 (3)　当該申請に係る建築物について、法第12条第６項又は第13条第７項
に規定する適合判定通知書の交付及び建築基準法第７条第４項、第７条 に規定する適合判定通知書の交付及び建築基準法第７条第４項、第７条
の２第４項又は第18条第17項の規定による完了検査を受けた場合にあっ の２第４項又は第18条第17項の規定による完了検査を受けた場合にあっ
ては、当該適合判定通知書及び建築主事等又は指定確認検査機関の交付 ては、当該適合判定通知書及び建築主事又は指定確認検査機関の交付す
する検査済証 る検査済証
(4)　（略） (4)　（略）
２　（略） ２　（略）
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第１号様式（第４条関係） 第１号様式（第４条関係）

改正後 改正前
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第２号様式（第５条関係） 第２号様式（第５条関係）

改正後 改正前
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第３号様式（第６条関係） 第３号様式（第６条関係）

改正後 改正前
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第４号様式（第７条関係） 第４号様式（第７条関係）

改正後 改正前
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第５号様式（第７条関係） 第５号様式（第７条関係）

改正後 改正前
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第６号様式（第11条関係） 第６号様式（第11条関係）

改正後 改正前
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第７号様式（第13条関係） 第７号様式（第13条関係）

改正後 改正前
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第８号様式（第14条関係） 第８号様式（第14条関係）

改正後 改正前
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第９号様式（第15条関係） 第９号様式（第15条関係）

改正後 改正前
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第10号様式（第16条関係） 第10号様式（第16条関係）

改正後 改正前

12/20



第11号様式（第16条関係） 第11号様式（第16条関係）

改正後 改正前
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第12号様式（第17条関係） 第12号様式（第17条関係）

改正後 改正前
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第13号様式（第18条関係） 第13号様式（第18条関係）

改正後 改正前
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第14号様式（第19条関係） 第14号様式（第19条関係）

改正後 改正前
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第15号様式（第20条関係） 第15号様式（第20条関係）

改正後 改正前
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第16号様式（第22条関係） 第16号様式（第22条関係）

改正後 改正前
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第17号様式（第23条関係） 第17号様式（第23条関係）

改正後 改正前
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第18号様式（第24条関係） 第18号様式（第24条関係）

改正後 改正前
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